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お
知
ら
せ

ごかのごかの
お知らせお知らせ

（№470）
住
宅
取
得
を
支
援
し
ま
す

﹇
定
住
化
促
進
事
業
﹈

 

（
政
策
財
務
課
）

　
町
で
は
、
人
口
増
加
及
び
定
住
促

進
を
図
る
た
め
、
町
内
に
お
い
て
定

住
を
目
的
に
自
己
用
住
宅
を
取
得
し

た
方
を
対
象
に
、
次
の
と
お
り
奨
励

金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

○
対
象
者

　
平
成
22
年
４
月
１
日
以
降
に
五
霞

町
に
転
入
さ
れ
た
方
で
、
平
成
25
年

12
月
31
日
ま
で
に
町
内
に
住
宅
を
取

得
さ
れ
た
方
。

※ 

Ｕ
タ
ー
ン
の
場
合
に
は
、
五
霞
町

か
ら
転
出
後
、
１
年
以
上
経
過
し

て
い
る
方
と
な
り
ま
す
。

○
奨
励
措
置

　
奨
励
金
は
、
固
定
資
産
税
の
家
屋

部
分
相
当
額
の
一
部
等
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
交
付
期
間
は
、
対
象
と
な
る

住
宅
に
固
定
資
産
税
が
最
初
に
賦
課

さ
れ
る
年
度
か
ら
３
年
間
と
な
り
ま

す
。

○
交
付
申
請

　
当
該
年
度
の
１
月
末
ま
で
に
申
請

が
必
要
で
す
。

　
な
お
、
申
請
は
年
度
ご
と
と
し
、

申
請
書
類
は
町
で
定
め
た
交
付
申
請

書
と
次
の
書
類
が
必
要
で
す
。

①
住
民
票
謄
本

②
建
物
登
記
簿
謄
本
（
写
し
）

③
固
定
資
産
税
課
税
明
細
書
（
写
し
）

④
町
税
納
税
証
明
書

※ 

奨
励
金
の
交
付
申
請
は
、
町
税

（
住
民
税
・
固
定
資
産
税
・
軽
自

動
車
税
・
国
民
健
康
保
険
税
）
を

完
納
し
て
い
る
こ
と
が
条
件
で
す
。

○
受
付
締
切

　
平
成
27
年
１
月
30
日
(金)
ま
で

○
奨
励
金
の
支
払
い

　
奨
励
金
の
支
払
い
は
、
当
該
年
度

の
町
税
を
完
納
し
て
い
た
だ
い
た
こ

と
を
確
認
し
て
か
ら
に
な
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
政
策
財
務
課
　
政
策
Ｇ

　

（84）
１
１
１
１
（
内
線
２
２
１
）

 

（
町
民
税
務
課
）

　
事
業
主
（
給
与
支
払
者
）
が
所
得

税
の
源
泉
徴
収
と
同
じ
よ
う
に
、
従

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収

（
給
与
天
引
き
）に
つ
い
て

業
員
（
納
税
義
務
者
）
に
代
わ
り
、

毎
月
従
業
員
に
支
払
う
給
与
か
ら
個

人
住
民
税
を
差
し
引
き
（
給
与
天
引

き
）、納
入
し
て
い
た
だ
く
制
度
で
す
。

地
方
税
法
等
の
規
定
に
よ
り
、
所
得

税
を
源
泉
徴
収
す
る
義
務
の
あ
る
事

業
主
に
実
施
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
茨
城
県
と
県
内
す
べ
て
の
市

町
村
で
は
、
平
成
27
年
度
か
ら
一
斉

に
原
則
特
別
徴
収
に
よ
り
納
め
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
特
別
徴
収
の
場
合
は
、
従
業
員
が

金
融
機
関
に
出
向
く
手
間
が
省
け
る

な
ど
、
納
税
者
の
利
便
向
上
に
つ
な

が
り
ま
す
。
事
業
主
の
皆
様
に
は
来

年
度
か
ら
の
実
施
に
ご
理
解
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　

（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

 

（
町
民
税
務
課
）

　
国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
及
び
介
護
保
険
料
を
普

通
徴
収
（
現
金
納
付
・
口
座
振
替
）

に
よ
り
納
め
て
い
る
方
は
、
年
末
調

整
に
添
付
す
る
納
付
証
明
書
を
各
担

当
課
に
て
交
付
し
ま
す
。

　
な
お
、
保
険
税
（
料
）
の
特
別
徴

収
（
年
金
天
引
き
）
分
の
納
付
証
明

は
、
１
月
下
旬
に
送
付
さ
れ
る
年
金

源
泉
徴
収
票
に
控
除
さ
れ
る
金
額
が

記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
確
定

申
告
で
の
二
重
控
除
を
防
止
す
る
た

め
、
原
則
と
し
て
交
付
し
て
お
り
ま

せ
ん
。

※ 

給
与
所
得
の
あ
る
年
金
受
給
者
の

う
ち
確
定
申
告
の
必
要
が
無
い
方

に
つ
い
て
は
、
年
末
調
整
で
特
別

徴
収
に
よ
り
納
付
し
た
保
険
税

（
料
）
を
社
会
保
険
料
控
除
に
含

め
ら
れ
る
よ
う
、
本
証
明
書
を
交

付
い
た
し
ま
す
の
で
、
各
担
当
窓

口
で
お
申
出
く
だ
さ
い
。
そ
の
後
、

確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
二
重
控
除
と
な
ら
な
い

よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
交
付
場
所

・
国
民
健
康
保
険
税
納
付
証
明
書

　
町
民
税
務
課
　
③
窓
口

・ 

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
納
付
証

明
書

　
町
民
税
務
課
　
③
窓
口

・
介
護
保
険
料
納
付
証
明
書

　
健
康
福
祉
課
　
⑥
窓
口

○
交
付
開
始
日

　
11
月
４
日
(火)
か
ら

※
た
だ
し
、
土
・
日
・
祝
日
を
除
く

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　

（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

　
健
康
福
祉
課
　
高
齢
者
支
援
Ｇ

　

（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

国
民
健
康
保
険
税
、後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
及
び
介
護

保
険
料
の
年
末
調
整
用
納
付

証
明
書
を
交
付
し
ま
す


